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(57)【要約】
　販売の完了を支援するために顧客及び小売業者の間の
相互作用を提供する小売システムであって、少なくとも
１つの品目についての情報を顧客に表示するように構成
された顧客インターフェースと、通信システムを介して
データベースに提供するための顧客からの少なくとも１
つの品目の潜在的な販売に関する入力を受け取るように
構成された入力モジュールとを含み、データベースは顧
客からの入力を小売業者に関連した少なくとも１人の他
のユーザに少なくとも１人の他のユーザが見ることがで
きる小売業者インターフェース上で提供するように構成
され、少なくとも１人の他のユーザは販売の完了を支援
するためにインターフェースを利用して入力を確認して
顧客と相互作用する。



(2) JP 2016-528580 A 2016.9.15

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　販売の完了を支援するために顧客及び小売業者の間の相互作用を提供する小売システム
であって、少なくとも１つの品目についての情報を顧客に表示するように構成された顧客
インターフェースと、通信システムを介してデータベースに提供するために前記顧客から
前記少なくとも１つの品目の潜在的な販売に関する入力を受け取るように構成された入力
モジュールとを含み、前記データベースは前記顧客からの入力を前記小売業者に関連した
少なくとも１人の他のユーザに前記少なくとも１人の他のユーザが見ることができる小売
業者インターフェース上で提供するように構成され、前記少なくとも１人の他のユーザは
前記販売の完了を支援するために前記入力を見て前記顧客と相互作用するように前記イン
ターフェースを利用する小売システム。
【請求項２】
　前記顧客インターフェースは、インタラクティブキオスクである請求項１に記載の小売
システム。
【請求項３】
　前記顧客インターフェースは、前記顧客の管理下のリモートデバイスである請求項１に
記載の小売システム。
【請求項４】
　前記少なくとも１人の他のユーザの前記顧客との相互作用は、前記顧客が見る品目の販
売価格を操作することを含む請求項１から３のいずれか一項に記載の小売システム。
【請求項５】
　前記少なくとも１人の他のユーザの前記顧客との相互作用は、前記顧客を前記販売の完
了に誘導するために少なくとも１つのインセンティブを前記顧客に通信することを含む請
求項１から４のいずれか一項に記載の小売システム。
【請求項６】
　前記システムは、前記顧客の入力に由来する分析情報を提供するために前記顧客からの
入力を受け取って前記入力を処理するように構成された処理モジュールを含み、前記分析
情報は小売業者インターフェースに提示される請求項１から５のいずれか一項に記載の小
売システム。
【請求項７】
　前記処理モジュールは、前記少なくとも１つの品目に関連する販売情報を検索するため
に前記データベースにさらにアクセスし、前記処理モジュールはさらなる分析情報を提供
するために前記販売情報を処理し、前記さらなる分析情報は前記小売業者インターフェー
スに提示される請求項６に記載の小売システム。
【請求項８】
　前記さらなる分析情報は、前記顧客が選択した前記少なくとも１つの品目に関連する粗
利益を含む請求項７に記載の小売システム。
【請求項９】
　多数の製品を販売する小売建物についての総売上高を増加させる小売システムであって
、前記小売建物内の顧客にシステムを提供することによるものであり、前記システムは、
　少なくとも１つのインタラクティブキオスクであって、
　（ｃ）前記多数の製品の少なくともいくつかのサンプルの陳列と、
　（ｄ）前記キオスクはコンピュータシステム上で維持されたデータベースと通信し、前
記データベースは前記製品についての情報を含んでいることと、
　密接に関連するインタラクティブキオスクを含み、
　前記インタラクティブキオスクは、
　（ｈ）前記製品の少なくともいくつかについていくつかの情報を顧客に表示するように
適合された少なくとも１つの表示手段と、
　（ｉ）前記顧客が前記製品の少なくとも１つについて（ａ）からの情報を見ることがで
きるようするために、前記顧客が前記表示を操作することを可能にするように、前記顧客
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から入力を受け取る手段と、
　（ｊ）前記顧客が（ｂ）についていくつかの入力を提供することができるようにするこ
とによって、前記顧客が購入を希望する１つ以上の製品を顧客が選ぶ手段と、
　（ｋ）前記顧客から前記製品について支払を受け取る手段と、
　（ｌ）前記顧客の識別詳細を入力する手段と、
　（ｍ）前記購入した製品の配送についての配送詳細を受け取る手段と、
　（ｎ）（インターネットなどの）通信システムを介して前記データベースに前記キオス
クを接続する手段と、
　を有し、
　前記データベースは、
　（ｆ）前記顧客によってなされた前記購入の詳細を記録し、これらの詳細の少なくとも
いくつかは前記キオスクを介して前記顧客によって入力される手段と、
　（ｇ）そのように購入した商品又はサービスの供給者と通信し、それらを供給するため
に注文する手段と、
　（ｈ）前記購入の金銭詳細を記録する手段と、
　（ｉ）前記顧客に供給された後で前記商品又はサービスを供給する前記供給者に支払う
べき金額を支払う手段と、
　（ｊ）前記顧客に供給された後で前記商品又はサービスを小売する小売業者に支払うべ
き金額を支払う手段と、
　を有し、
　前記製品のサンプルは前記キオスクを用いて表示及び購入が利用可能な同じ製品の少な
くともいくつかに関連し、この表示はキオスクを用いる顧客に容易にアクセス可能である
システム。
【請求項１０】
　前記製品は、商品及び／又はサービスを含む請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記表示手段は、画面である請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記製品（ａ）のそれぞれについての情報は、
　前記製品の１つ以上の画像と、
　前記製品を記載したテキスト情報と、
　前記製品の小売価格と、
　前記製品の１つ以上の属性と、
　の１つ以上を含む請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記１つ以上の属性は、前記製品に関連するモデル、サイズ、色、品質、数量の中から
選択される請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記顧客から入力（ｂ）を受け取る手段は、キーボード、キーパッド、カードリーダ、
前記キオスクと通信する顧客のスマートフォン又はタブレット、又はタッチ画面の１つ以
上から選択される請求項９に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記顧客による直接の操作可能なタッチ画面である請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　キーボードである請求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記支払いを受け付ける手段（ｄ）は、
　クレジットカード又はデビット（取引）カードリーダ、又は前記入力手段（ｂ）に設け
られたクレジットカード又はデビットカード詳細の入力を可能にする手段、
　又は、金銭を受け取るか、又は釣銭として払い出す手段、
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　の１つ以上から選択された請求項９に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記手段（ｄ）は、クレジットカード取引の電子的処理についてのセキュリティ標準に
適合している請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記キオスクを前記データベースにリンクする前記通信手段は、前記インターネットを
介して維持されたリンクである請求項９に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記製品のサンプルは、前記商品のサンプル、又は前記商品若しくはサービスについて
の情報を含む請求項９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記サンプルの表示は、前記サンプルを保持する１つ以上のモジュールユニットを含む
請求項９に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記サンプルの表示は、前記商品又はサービスの一連のサンプルを表示して固定可能に
取り付ける保持手段を含む請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記サンプルの表示は、少なくとも基部及び前記サンプルが取り付けられる１つ以上の
垂直パネルを有する自立ユニットの１つ以上を含む請求項２１に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記サンプルの表示は、その上に取り付けられた前記商品又はサービスについての情報
、又は前記商品又はサービスのブランドの表示を含む請求項２１に記載のシステム。
【請求項２５】
　各キオスクは、単一のブランドに関連する前記製品を含む請求項９に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記サンプルの表示は、前記顧客が画面と相互作用するのに便利な高さで、前記垂直パ
ネルの１つの上に取り付けられた１つのタッチスクリーンを含む請求項２５に記載のシス
テム。
【請求項２７】
　前記データベースは、表示されている前記製品の中から選択している前記顧客の習慣に
ついての情報も収集する請求項９に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記収集されている情報は、どのような種類の顧客によってどのような製品が見られて
いるかについての情報を含む請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記キオスクは、前記顧客が購入を望むこともある製品について前記顧客にさらに通知
するように適合された１つ以上のデジタルサイネージディスプレイを含む請求項９に記載
のシステム。
【請求項３０】
　前記データベースは、通信リンクを介して前記キオスクに連結された中央位置で維持さ
れる請求項９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記通信リンクは、前記インターネットを介する請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記キオスクによって前記顧客に表示された製品のカタログは、中央のデータベースに
維持され、前記データベースに保持されたデータ上で動作するソフトウェアを使用して前
記キオスクに配信される請求項３０に記載のシステム。
【請求項３３】
前記データベースは、単一のブランドの所有者又は小売店に由来する製品のデータを保持
する請求項３０に記載のシステム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［０００１］本発明は、オンライン及びパーソナルショッピングの優れた点を組み合わ
せた小売システムに関する。インタラクティブなキオスクシステム及び／又はインタラク
ティブなウェブサイト又は商品やサービスの小売業者に小売ソリューションを提供すると
ともに供給者のブランド資産の構築もするソフトウェアアプリケーションに関する。小売
システムは、大きく、かさばる商品やサービスを伝統的に販売する小売店のように、特に
、しかし排他的ではなく、床面積が貴重な地区での使用が見られる。このシステムは、少
なくとも１つの実施形態では、販売、マーケティング、販売促進及び物流についての問題
を改善するという利益を提供し、既存の伝統的な小売チャンネルで容易に利用することが
できる。
【背景技術】
【０００２】
　［０００２］過去には、小売業は、店舗のような物理的な小売建物を一般的に必要とし
、店舗は商品を保管して陳列し、又はサービスについて情報を提供し、サービスは顧客が
店舗でその後で選択して購入することができるようにしていた。顧客は建物に入り、通常
は棚や陳列から商品を選択し、それらをカウンターに運び、そこで、店員が支払いを受け
入れ、通常は購入された品物を包装し、その後で顧客はそれを店舗から運び出すことにな
る。例えば旅行代理店のように、サービスを販売するときでさえも、顧客が、パンフレッ
トなどを閲覧して選択し、その後で店員又は旅行案内業者と適当な旅行の購入を打ち合わ
せ、その後で店員に購入を記録させ、選択した旅行の手配の詳細を進めさせ、顧客にチケ
ットを提供させることができる店舗が存在している。
【０００３】
　［０００３］昨今、このような小売企業は、しばしばコンピュータによって支援され、
小売業者はコンピュータ化されたサプライチェーンシステムを利用し、時には配送システ
ムを使用し、品物を顧客の自宅に直接に提供し、特に例えばかさばる品目ではそうである
。しかしながら、顧客は、通常は店舗内のソフトウェア支援の、又はオンラインの販売シ
ステムとは相互作用していない。
【０００４】
　［０００４］さらに最近では、インターネット上に位置する小売サイトに接続された自
宅コンピュータを介して顧客が買い物をする、一般的に「アマゾン」（登録商標）モデル
に従う、「オンライン小売」システムが急速に発展している。この構成では、顧客は、買
おうとする商品の画像とともに、関係する商品又はサービスについての情報を見る。顧客
は、典型的には、オンライン店舗に識別情報を登録する。また、ユーザは、クレジットカ
ードやペイパル（登録商標）口座のような支払手段を提供し、購入物を発送するために住
所を記録する。購入する商品又はサービスを選択した後で、顧客は、購入を承認し、支払
いを確定し、その後でいくらかの時間の経過後に、自宅に発送された物理的な商品の配送
を受け取る。時には、購入物がサービス又は航空券や電子書籍などの電子ファイルである
とき、品目はインターネットを戻ってユーザに直接に送られることができる。
【０００５】
　［０００５］しかしながら、これらの小売方法のそれぞれに欠陥が存在するが、同様に
利益も存在する。したがって、不利益なしで利益を用いることによって、これらの手法の
それぞれについて不利益のいくつかを回避することができるような新たな小売システムが
提供されるなら有用であろう。これらの異なる小売手法のそれぞれからの利益の少なくと
もいくつかが単一のシステムに統合することができるなら、さらにより有用であろう。
【０００６】
　［０００６］小売建物を訪問することによって、顧客に商品やサービスを購入させる方
法には、多くの利益がある。顧客は、この方法に慣れており、この方法での買い物を楽し
むことがしばしばある。顧客は、商品やサービスの実際のサンプルとそれらの情報を点検
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することができる。顧客が商品を直接に見たり触ったりすることができるなら、商品を販
売するのに役立つ。衣類は正しいサイズであるかを決めるために着てみることができる。
インターネットでコンピュータを介したこれらの同じ品目の購入は、顧客に品目の写真や
説明を見ることのみを許すものの、ちょうどこれらから、顧客は、物理的な商品の品質、
サイズ、織り方、重量又は他の属性について、はっきりわからないか、又は疑いさえある
ことがしばしばある。
【０００７】
　［０００７］他方では、オンライン小売業の利益は、顧客が、多くの異なるモデル、オ
プション及びサイズを含む製品のより広い範囲にアクセスすることができることがしばし
ばあることである。購入に利用可能な製品は単に画像として提供されているので、実際の
商品は購入して配送されるまで倉庫に残り、システムの費用効率をより高くしている。一
方、店舗での商品の購入では、建物の規模は、顧客が購入に興味があるかもしれない商品
について、すべての異なるモデル、スタイル、サイズを保持するために十分な大きさであ
る必要がある。このことには実際的な限界があり、小売建物は、通常、オンライン小売業
で利用できるであろうよりも小さい範囲のみを仕入れるが、オンライン小売業は顧客に提
示される商品やサービスのすべての可能なバリエーションを理論的に提供することができ
、それは、ユーザが、スペースをあまり取ることのない電子的な表示を単に見るだけであ
るからである。
【０００８】
　［０００８］物理的な小売業では、小売店主が支払わなければならないオーバーヘッド
があり、建物の家賃や十分な店員のための給与などであり、購入が利用可能な異なる商品
の数量に従い増加して相関している。これらの追加コストは、オンライン小売業ではしば
しば必要でなかったり、はるかに少なかったりする。
【０００９】
　［０００９］小売建物は、通常、顧客を支援するために利用可能な少なくとも幾人かの
店員を有している。良い店員は説得を用いるだけでなく、顧客に役立つ支援を提供するこ
とで、売上を増やすことができる。オンライン小売業も店員を利用可能にすることができ
るが、普通はマイク及びスピーカ、又はテキストメッセージ、又はビデオ対話であり、こ
のことは、店員が顧客と直接に親しく取引しているときに販売に役立つ個人的な接触を常
に欠いている。遠く離れた場所にいる店員は、オンライン小売業に唯一の可能な配置であ
り、商品を取り扱うことができず、又は製品が選択され、購入の選択が行われたときに、
顧客が感じていることを明確に知ることができず、したがって不利な立場にある。
【００１０】
　［００１０］したがって、小売への従来の手法に存在する不利益の１つ以上を回避又は
改善する解決策を提供することは有用であろうし、又はそのような手法に別の選択肢を提
供してもよい。
【発明の概要】
【００１１】
　［００１１］本発明の一態様によれば、販売の完了を支援するために顧客と小売業者と
の間の相互作用を提供する小売システムが提供され、少なくとも１つの品目についての情
報を顧客に表示するように構成された顧客インターフェースと、通信システムを介してデ
ータベースに提供するための顧客からの少なくとも１つの品目の潜在的な販売に関する入
力を受け取るように構成された入力モジュールとを含み、データベースは少なくとも１人
の他のユーザによって閲覧可能な小売業者インターフェース上で小売業者に関連する少な
くとも１人の他のユーザへの顧客からの入力を提供するように構成され、少なくとも１人
の他のユーザは販売の完了を支援するために入力を確認して顧客と相互作用するインター
フェースを利用する。
【００１２】
　［００１２］顧客インターフェースは、インタラクティブキオスク及び／又は顧客に制
御されたリモートデバイスであってもよい。
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【００１３】
　［００１３］少なくとも１人の他のユーザと顧客との相互作用は、顧客から見た品目の
販売価格の操作を含んでもよい。
【００１４】
　［００１４］少なくとも１人の他のユーザと顧客との相互作用は、販売を完了するよう
に顧客を誘導するために、顧客に少なくとも一つのインセンティブを通信することを含ん
でもよい。
【００１５】
　［００１５］システムは、顧客入力に由来する分析情報を提供するために、顧客からの
入力を受け取って入力を処理するように構成された処理モジュールを含んでもよく、分析
情報は小売業者インターフェースに提示される。
【００１６】
　［００１６］処理モジュールは、少なくとも１つの品目に関連する販売情報を検索する
ためにデータベースにさらにアクセスしてもよく、処理モジュールはさらなる分析情報を
提供するために販売情報を処理し、さらなる分析情報は小売業者インターフェースに提示
される。
【００１７】
　［００１７］さらなる分析情報は、顧客が選択した少なくとも１つの品目に関連する粗
利益を含んでもよい。
【００１８】
　［００１８］本発明の別の態様によれば、システムであって、小売建物内の顧客に提供
することによって、多数の製品を販売する小売建物についての総売上高を増加させる小売
システムが提供され、システムは、
　少なくとも１つのインタラクティブキオスクであって、
　（ａ）前記多数の製品の少なくともいくつかのサンプルの表示、
　（ｂ）前記キオスクはコンピュータシステム上で維持されたデータベースと通信するこ
と、
　に密接に関連するインタラクティブキオスクを含み、前記インタラクティブキオスクは
、
　（ａ）前記製品の少なくともいくつかについていくつかの情報を顧客に表示するように
適合された少なくとも１つの表示手段、
　（ｂ）顧客が製品の少なくとも１つについて（ａ）からの情報を見ることができるよう
にするために、顧客が表示を操作することを可能にするように、前記顧客から入力を受け
取る手段、
　（ｃ）顧客が（ｂ）についていくつかの入力を提供することができるようにすることに
よって、顧客が購入を希望する１つ又は複数の製品を顧客が選ぶ手段、
　（ｄ）顧客から製品について支払を受け取る手段、
　（ｅ）前記顧客の識別詳細を入力する手段、
　（ｆ）購入した製品の配送について配送詳細を受け取る手段、及び、
　（ｇ）（インターネットなどの）通信システムを介してデータベースにキオスクを接続
する手段、
　を有し、前記データベースは、
　（ａ）顧客によってなされた購入の詳細を記録し、これらの詳細の少なくともいくつか
はキオスクを介して顧客によって入力される手段、
　（ｂ）そのように購入した商品やサービスの供給者と通信し、それらを供給するために
注文する手段、
　（ｃ）購入の金銭詳細を記録する手段、
　（ｄ）顧客に供給された後で商品やサービスを供給する供給者に支払うべき金額を支払
う手段、
　（ｅ）顧客に供給された後で商品やサービスを小売する小売業者に支払うべき金額を支
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払う手段、
　を有し、製品の前記サンプルはキオスクを用いて表示や購入が利用可能な同じ製品の少
なくともいくつかに関連し、この表示はキオスクを用いる顧客に容易にアクセス可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　［００１９］本発明のさらなる特徴は、そのいくつかの非限定的な実施形態の以下の説
明により完全に記載されている。この説明は、本発明を例示する目的のためにのみ含まれ
ている。上述した本発明の広範な概要、開示又は説明の制限として理解されるべきではな
い。説明は、添付の図面を参照してなされる。
【図１】図１は本発明によるインタラクティブキオスクの１つのバージョンを示し、図１
Ａはキオスクの正面図を示し、図１Ｂは側面図を示し、図１Ｃは他の側面図を示している
。
【図２】図２はインタラクティブキオスクの別のバージョンを示し、図２Ａはキオスクの
左からの正面図を示し、図２Ｂは右からの正面図を示し、図２Ｃはキオスクの他の側面を
示している。
【図３】図３はインタラクティブキオスクのさらに別のバージョンを示し、３つのモジュ
ールを含み、図３Ａはキオスクの正面を示し、図３Ｂは図３Ａのキオスクユニットの単一
のモジュールを示している。［００２０］タッチ画面インターフェースのための機能が、
図４から１６に示されている。
【図４】図４は、顧客が使用するためにホーム画面に表示される「ナビゲーション」フレ
ームの例を示している。
【図５】図５は、「ホーム画面」の例を示している。
【図６】図６Ａ及び図６Ｂは、陳列されている製品についての詳細が追加される前後の「
製品一覧」画面の例を示している。
【図７】図７Ａ及び図７Ｂは、２つの異なる「製品」の画面の例を示している。
【図８】図８Ａ及び図８Ｂは、２つの異なる「ヘルプ」型の画面の例を示している。
【図９】図９は、「アクセサリ」選択画面の例を示している。
【図１０】図１０Ａ及び図１０Ｂは、「ショッピングカート」ポップアップ画面の例の２
つの図を示している。
【図１１】図１１Ａ及び１１Ｂは「チェックアウト」画面の例を示し、図１１Ｂは、テキ
ストを入力するための利用可能にされた関連するオンラインキーボードを示している。
【図１２】図１２は、「配送」詳細画面の例を示している。
【図１３】図１３は、「発送」詳細画面の例を示している。
【図１４】図１４は、「支払」詳細画面の例を示している。
【図１５】図１５は、「支払処理」画面の例を示している。
【図１６】図１６は、「支払完了」確認画面の例を示している。
【図１７】図１７は、コア製品のグループの画面の例を示している。図１７Ａは、「確認
カテゴリ割引」画面の例を示している。
【図１８】図１８及び１８Ａは、アクセサリのため及び他の割引製品のための同様の画面
をそれぞれ示している。
【図１９】図１９は、ユーザに「無効製品」の一覧を可能にする画面を示している。
【図２０】図２０は、小売店の従業員がシステムにログインできるようにするログイン画
面の例を示している。
【図２１】図２１は、顧客に選択された品目を従業員が見る画面を示している。
【図２２】図２２は、従業員が後で割引を追加したり品目の価格を変更したりして新たな
最終価格を作成してもよい画面を示している。
【図２３】図２３は、「ＳｍａｒｔＢａｓｋｅｔ」（登録商標）についてのインターフェ
ースのスクリーンショットを示している。
【図２４】図２４は、繰り返しの事務所画面を示している。
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【図２５】図２５は、供給者競合パフォーマンスレポートを示している。
【図２６】図２６Ａから図２６Ｐは、スマートフォンで使用するユーザ（すなわち、顧客
）インターフェースを示している。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　［００２１］以下の説明においては、「ユーザ」、「顧客」、「店員」及び「小売業者
」について参照する。前述した用語は、実施形態の明確で理解しやすい例を提供すること
を目的として読者に口語的なラベルを提供するために使用されていることが理解されるで
あろう。しかしながら、読者は前述の用語から「注釈」を引き出すことはなく、用語は説
明の目的のためにのみ提供され、本明細書に記載及び定義された実施形態及び又はより広
い発明の範囲を限定又はさもなければ変更するために使用されるべきでないことが理解さ
れるであろう。
【００２１】
　［００２２］概して、本明細書に記載の実施形態は、販売の完了を支援するために、顧
客と小売業者との間の相互作用を提供する小売システムを提供する。システムは、少なく
とも１つの品目について顧客情報を表示するように構成された顧客インターフェースと、
通信システムを介してデータベースに提供するために顧客からの少なくとも１つの品目の
潜在的な販売に関する入力を受け取るように構成された入力モジュールとを含んでいる。
データベースは、顧客からの入力を、小売業者に関連する少なくとも１人の他のユーザに
、少なくとも１人の他のユーザによって見ることができる小売業者インターフェース上で
提供するように構成され、少なくとも１人の他のユーザは、販売の完了を支援するために
、インターフェースを利用して、入力を確認して顧客と相互作用する。
【００２２】
　［００２３］顧客インターフェースは、インタラクティブキオスク及び／又は顧客の制
御下にあるリモートデバイスであってもよく、少なくとも一つの他のユーザの顧客との相
互作用は顧客が見る品目の販売価格の操作を含んでもよい。
【００２３】
　［００２４］少なくとも１人の他のユーザの顧客との相互作用は、顧客を販売の完了に
誘導するために、少なくとも１つのインセンティブを顧客に通信することを含んでもよい
。
【００２４】
　［００２５］システムは、顧客入力に由来する分析情報を提供するために、顧客からの
入力を受け取って入力を処理するように構成された処理モジュールを含んでもよく、分析
情報は小売業者インターフェースに提示される。
【００２５】
　［００２６］処理モジュールは、少なくとも１つの品目に関連する販売情報を検索する
ためにデータベースにさらにアクセスしてもよく、処理モジュールはさらなる分析情報を
提供するために販売情報を処理し、さらなる分析情報は小売業者インターフェースに提示
される。さらなる分析情報は、顧客が選択した少なくとも１つの品目に関連する粗利益を
含んでもよい。
【００２６】
　［００２７］以下でより詳細に説明する特定の一実施形態では、多数の製品を販売する
小売建物のために総売上高を増加させる小売業システムが提供され、小売建物内の顧客に
システムを提供することによるものであり、システムは、前記多数の製品の少なくともい
くつかのサンプルの陳列に密接に関連したインタラクティブキオスクの少なくとも１つを
含み、前記キオスクはコンピュータシステムに維持されたデータベースと通信し、データ
ベースは前記製品の情報を格納する。
【００２７】
　［００２８］インタラクティブキオスクは、前記製品の少なくともいくつかについて顧
客にいくつかの情報を表示するように適合された少なくとも１つの手段と、製品の少なく
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とも１つについて顧客が（ａ）からの情報を見ることができるように表示を操作すること
が顧客に可能になるように前記顧客から入力を受け取る手段と、顧客が（ｂ）についてい
くつかの入力を提供することができるようにすることによって、顧客が購入を希望する１
つ以上の製品を顧客が選ぶ手段と、顧客から製品の支払いを受け取る手段と、前記顧客の
識別詳細を入力する手段と、購入した製品の配送について配送詳細を受け取る手段と、（
インターネットなど）通信システムを介してデータベースにキオスクを接続するための手
段とを有している。
【００２８】
　［００２９］データベースは、顧客によってなされた購入の詳細、キオスクを介して顧
客によって入力されこれらの詳細の少なくともいくつかを記録する手段と、そのように購
入した商品やサービスの供給者と通信し、それらを供給するために注文する手段と、購入
の金銭詳細を記録する手段と、顧客に供給された後で商品やサービスを供給する供給者に
支払うべき金額を支払う手段と、顧客に供給された後で商品やサービスを小売する小売業
者に支払うべき金額を支払う手段とを有し、製品の前記サンプルはキオスクを用いて陳列
や購入が利用可能な同じ製品の少なくともいくつかに関連し、この陳列はキオスクを用い
る顧客に容易にアクセス可能である。
【００２９】
　［００３０］実施形態は、図面を参照してより詳細に説明される。キオスクの物理的な
実施形態の様々な例は、図１Ａ、１Ｂ及び１Ｃ、図２及び図３に提供されている。図１Ａ
、１Ｂ及び１Ｃは、本発明のキオスクの例の３つのビューを示している。
【００３０】
　［００３１］キオスク（１００）は、複数のサンプル（１０２）を表示し、この例では
ベッドリネンである。タッチ画面（１０４）は、モジュールの壁の１つに、顧客が容易に
かつ簡単に利用できるような位置に取り付けられている。ディスプレイ上の製品について
のいくつかのブランド及び広告も、好ましくはキオスクに提供される。このブランドは、
物理的及び取り外し可能に固定されていてもよく、又はさらに、又は代わって電子ディス
プレイに提供されてもよい。ディスプレイは、好ましくは定期的かつ容易に更新すること
ができるであろう。キオスクを構成するモジュールは、一般に、基部（１０８）及び１つ
以上の垂直な壁（１１０）を有している。キオスクを使用するための説明（１１２）も、
普通はタッチ画面の近くに設けてもよい。好ましくは、壁はディスプレイ及び棚を支持す
るように配置され、棚は商品のためであり、タッチ画面を取り付けるためでもある。
【００３１】
　［００３２］好ましくは、壁は、タッチ画面ディスプレイ及びデータ入力手段をインタ
ーネットのような通信システムに接続するケーブル手段などを隠す内部空洞を有してもよ
い。物理的なディスプレイの異なるスタイル及びタイプと、表示されている製品のサンプ
ルについての適合とが提供されてもよく、例えば棚、飾り棚、吊戸棚などである。利用可
能な物理スペースは、キオスクのディスプレイのサイズについての重要な決定要因である
。これは、幅広い種類の異なるキオスクと、それからキオスクが構築されるモジュールと
が選ばれることを可能にする。あるいは、いくつかのキオスクは、修正されている既存の
壁の固定物を占めてもよい。いくつかの店舗では独特のアクセサリを有し、キオスクはそ
のようなアクセサリに融合し、又は統合するように設計されてもよい。
【００３２】
　［００３３］また、サンプルは、安全な方法で格納してもよいことも好ましい。このこ
とは、盗難を減少させるが、重要なことにきちんとした魅力的な陳列を維持するのに役立
ち、そのときに顧客はサンプルを取り去ったり移動させたりすることができない。キオス
クをきちんと維持することは、店員が陳列を継続的に整えたり、又は取り除かれた品目を
取り換えたりする必要を低減する。サンプルは、取り外せないラックに固定し、又は飾り
棚に格納し、又は製品を陳列キオスク自体の一部に取り付けることによって保管されても
よい。しかしながら、製品が安全に保管されているなら、サンプルは顧客の厳重な点検の
ために利用可能であるべきでもある。
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【００３３】
　［００３４］あるいは、キオスクは、例えば製品、又は映画、又は広告の１つ以上のビ
ューを表示するために、１つ以上の表示画面を有してもよい。そのような画面を使用する
ことによって中央制御されたキャンペーンや情報表示を提供することが可能になり、素早
く容易に更新又は変更することができる。キオスクは、音楽を再生し、製品についてのビ
デオや広告からの音声を中継するスピーカが含んでもよい。画面上のテキストは、見るこ
と、又は関連する言葉を読むことが困難である顧客を支援するために、ソフトウェアによ
って自動的に読み上げられてもよい。キオスクの一部として照明が提供されてもよい。キ
オスクは、転倒又は移動することがないように所定の位置にしっかりと固定する手段を有
してもよい。あるいは、キオスクのモジュールは、店舗内の別の場所に移動できるように
、好ましくはロック可能な車輪を有してもよい。
【００３４】
　［００３５］理想的には、使用される表示画面は、小売強化ユニットある。関連するケ
ーブルはしっかり取り付けられ、所定の位置にしまい込まれている。このことは、それら
が容易に又は誤って取り去ることができないように保証している。キオスクユニットの典
型的なサイズは、例えば８００×８００ｍｍの正方形の基部、及び１５００ｍｍの高さに
することができ、分割壁は約５０ｍｍの厚さでもよい。
【００３５】
　［００３６］図２Ａ、２Ｂ及び２Ｃに提供された表現では、キオスクの別のバージョン
が示されている。図１Ａ、１Ｂ及び１Ｃの概して正方形の基部と「Ｔ」形状の壁の構成の
代わりに、この例では、基部は長方形であり、壁はジグザグ配置である。キオスクの特徴
は、図１Ａ、１Ｂ及び１Ｃと同様に同定される。
【００３６】
　［００３７］この構成は、タッチ画面を操作したり見たりする顧客によってサンプルが
容易にアクセスできるという利益を有している。この形状は、店舗内において、又は異な
るユニット形状を混ぜることによって、特定の場所に適合することもあり、店舗の美観を
向上させることができる。異なる形状のキオスクユニットは異なるブランドで使用されて
もよく、顧客のためにそれらを差別化する。図２Ａ、２Ｂ及び図２Ｃにおけるキオスクユ
ニットの典型的なサイズは、例えば９００×５００ｍｍの長方形の基部、及び１５００ｍ
ｍの高さであってもよく、分割壁の厚さは約５０ｍｍであってもよい。
【００３７】
　［００３８］また、複数のモジュールとしてキオスクを提供するのが得策であることも
ある。これらのモジュールは、一緒に又は別々に、おそらく店舗の異なる部分に配置して
もよい。
【００３８】
　［００３９］図３Ａ、３Ｂ及び３Ｃに、キオスクの他の変形例が示され、キオスク（１
００）は３つの別個のモジュール（１００Ａ、１００Ｂ及び１００Ｃ）から構成され、そ
れらは一緒に連結され、組み立てられている。小売業者は、ミックスアンドマッチの構成
で異なるモジュールを利用してもよい。例えば、この例ではボートアクセサリである製品
が更新されるとき、組み込まれた新しいモデルを有する交換用のモジュールを提供するこ
とができ、展示された従来のモデルを有する古いモジュールと交換することができる。こ
の例では、サンプル（１０２）は表示キオスクに固定されている。
【００３９】
　［００４０］図３Ａに示すように、キオスクを使用するための説明は、ディスプレイの
タッチ画面１０４上に含まれ、キオスクの壁に含まれるのではない。キオスクモジュラー
ユニットの典型的なサイズは、例えば１０００×６００ｍｍの長方形の基部、及び１９０
０ｍｍの高さでもよく、分割壁は約５０ｍｍの厚さでもよく、それによってパネルが開く
ようになることがあり、製品が所定の場所に固定された内部へのアクセスを与える。１つ
のモジュールは、ボート制御レバーのサンプルが取り付けられた箱を示し、顧客が直接に
試すことができるようにしている。
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【００４０】
　［００４１］ディスプレイタッチ画面の機能をより詳細に説明する。これらの例は、画
面と、その情報表示機能及びデータ入力機能との間の相互作用を実施するひとつの方法で
ある。他の一般的に使用される選択肢が、所望の結果を達成するために利用されることも
ある。
【００４１】
　［００４２］図４の４００では、タッチ画面ディスプレイに提供されたナビゲーション
フレームの一部を示している。図５を参照すると、図４の５０２の部分（すなわち、部分
５０２は図４の部分４００と同等である）を含むタッチ画面ディスプレイに提供されたナ
ビゲーションフレームの例が示されている。画面に特定の位置にあることが好ましい。表
示された構成要素は、下記の表１で説明される。
【００４２】
【表１】

【００４３】
　［００４３］このナビゲーションフレームはユーザに異なる表示を起動することを可能
にし、回転バナー（４０２、５０４）は入手可能な製品の一連の画像を示している。ユー
ザが初期設定に画面を戻すために選択することができる「ホーム」アイコンボタン（４０
４、５０６）がある。タッチ画面での選択は、顧客にアイコンをタップことだけ関与させ
る。そうでなければ、例えばジョイスティック、別個のタッチパネル、マウスなどをボタ
ンの選択のために使用することができる。別のアイコンやボタンは、製品についての情報
を含む表示領域（４０２、５０４）にビデオ（４０６、５０８）を表示する。好ましいが
、オプションの特徴として、表示されているテキストを他の言語に変更する「言語」ボタ
ン（４０８、５１０）があってもよいが、このオプションなしでは、テキストはローカル
言語で表示され、この例では英語である。
【００４４】
　［００４４］別のオプションは「電子メール」ボタン（４１０、５１２）であり、顧客
が電子メールアカウントに情報を受信又は送信できるようにし、電子メールアドレスはタ
ッチ画面のキーボードを使って入力することができる。好ましい手法では、このボタンに
よって顧客がメーリングリストに参加することを可能する。あるいは、同様の目的を実行
するために、ツイッター、フェイスブックなどの他のリンクが代わりに提供され、それら
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の間で選択が可能になってもよい。「カテゴリ」領域（４１２、５１４）のボタンは、特
定の品目を見つけるのを支援するために、顧客が特定のサブカテゴリに表示されている製
品をフィルタすることを可能にするために提供されてもよい。また、ディスプレイは、理
想的には「ショッピングカート」へのアクセスを提供し、それはオンライン小売ソフトウ
ェアシステム（４１４、５１６）で利用される知られた概念である。
【００４５】
　［００４５］図５には、ホーム画面の例が示されている。ホーム画面の構成要素は、以
下の表２でより詳細に説明する。
【００４６】
【表２】

【００４７】
　［００４６］画面のこの部分は、製品（５１８）の各カテゴリのアイコンを表示する。
アイコンが選択されると、ディスプレイはそのカテゴリの製品一覧、又はサブカテゴリ一
覧のどちらかを表示するように変化する。理想的には、各カテゴリで入手可能な複数の可
能な製品（５２０）は、各カテゴリアイコンに隣接して示される。アイコンの下にカテゴ
リ名（５２２）及び説明（５２４）が表示されてもよい。
【００４８】
　［００４７］図６Ａ及び６Ｂに、「製品一覧」画面６００の例が示されている。画面６
００の構成要素は、以下の表３で説明する。この画面は、選択したカテゴリで購入が利用
可能なすべての製品の一覧を示している。
【００４９】

【表３】

【００５０】
　［００４８］各製品の画像が示され（６０２）、その名称（６０４）、及び各製品の価
格（６０６）も示される。普通の価格が示されているが、好ましくは販売中の製品（６０
８）の調節された価格が特別な方法で示されてもよく、例えば独特の色を用い、理想的に
は元の価格（６０６）も示されるが、その金額は取り消し線を付して示される。「オーバ
ーレイ」符号アイコンも、特別に重要な製品についての追加情報を示すために、表示（６
１０）してもよい。
【００５１】
　［００４９］図７Ａ及び７Ｂにおいて、「製品」画面７００の例が示されている。構成
要素を以下の表４で説明する。この画面は、顧客によって選択された購入が利用可能な製
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品のそれぞれの詳細を示している。普通はチェックアウトの前にユーザに示される最後の
画面になるであろう。その一般的な目的は、ユーザに特定の製品について知りたいことも
あるすべてを提供することである。サイズ、色、スタイル、モデルなどについてのオプシ
ョンがここに示される。
【００５２】
【表４】

【００５３】
　［００５０］製品画面では、代表的な製品画像（７０２）が、その名称（７０４）及び
ブランド（７０６）とともに表示される。小売価格（７０８）が示される。製品（７１０
）についての数量を表示するフィールドは、表示された数量を増減させ制御（７１２）と
ともに表示されまる。数量は、例えばデフォルトで１に設定することができる。色（７１
４）を選択する制御は、製品に適切であるなら、表示することができる。すべてのこれら
の制御は、他の変形例を表示するために使用することができる。利用可能な一連の画像が
あると、サムネイルを提供することができ（７１６）、顧客に主画像（７０２）について
製品の他のビューに交換をさせる。サイズ（７１８）を選択する制御は、製品の適切であ
るなら、表示することができ、又はこれは他の属性に使用してもよい。好ましくは、製品
がアクセサリとともに販売することができると、これらを選択するための制御（７２０）
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が提供され、このアクセサリを選択することができるように、ポップアップウィンドウを
表示させることができる。製品説明が表示される（７２２）。
【００５４】
　［００５１］顧客を支援する様々な機能が提供されてもよい。これらは、例えば、「サ
イジングヘルプボタン」（７２４）、又は「問い合わせ」ボタン（７２８）を含んでもよ
い。「戻る」制御（７２８）が提供される。「ショッピングカートに入れる」制御（７３
０）も提供される。また、顧客に付加的な製品情報へのアクセスを与えるために、製品オ
ーバーレイ制御（７３２）が設けられてもよい。
【００５５】
　［００５２］図８Ａ及び８Ｂでは、ポップアップ「ヘルプ」画面８００の例が示されて
いる。構成要素は、以下の表５で説明する。このような画面は、元の画面のボタンをクリ
ックするかタッピングすることによって、このヘルプ画面が呼び出された場所から元の画
面の上部に「ポップアップ」するか又は現れる。図８Ａは、「問い合わせ」画面の例であ
り、キオスクが関連する商品の供給源である、会社の画像（Ａ）が、（通常ロゴ又はいく
つかの広告を含んで）、表示されている。会社の詳細も提供され（Ｂ）、通常はその住所
及び電話の詳細を示し、オプションとして、これは、例えば、会社のウェブサイトへの接
続をさらに可能にするリンク、又は会社に電子メールを送信するオプションを顧客に可能
してもよい電子メールのリンクも含んでもよい。そうでなければ、顧客はこれらの詳細を
自分のスマートフォンにコピーしてもよく、会社自体に電話をしたり、テキストや電子メ
ールを送信したりすることができるようになる。制御（Ｃ）は、ユーザに、ポップアップ
ウィンドウを閉じ、元の画面に戻ることができるように利用可能である。
【００５６】
【表５】

【００５７】
　［００５３］図８Ｂでは、同様のポップアップウィンドウの例が示され、例えば、ベッ
ドリネンや衣類の品目について、顧客にサイジングのヘルプを提供している。ここでも、
画像（８０２）又は表、又はテキスト説明があり、顧客に、メートル、ヤードポンド又は
他のサイジングシステム、又はおそらくシートについて、キング、クイーン、ダブル、及
びシングルサイズ及びその実際の大きさのサイズへの変換を与える。システムの設計を支
援するために、同様のテンプレートがすべてのヘルプポップアップウィンドウについて使
用することができ。ここでも、ウインドウの部分がテキストの説明（８０４）のために確
保され、ユーザにウインドウを閉じたり、前のウインドウに戻ったりすることを可能にす
るために、「閉じる」ボタン又は制御（８０６）が提供されている。
【００５８】
　［００５４］図９では、「アクセサリ」ポップアップウィンドウ９００の例が示されて
いる。主製品（９０２）についての画像があり、主製品に付随するように選択してもよい
、アクセサリのすべての小さい画像やサムネイル（９０４）も提供されている。アクセサ
リの各タイプは、理想的にはメインの問い合わせから探し出すことができ、それで、この
機能は顧客が購入の最初の選択に適合するアクセサリを見つけることができるようにする
ショートカットとして動作することができる。この例では「左矢印」９０６及び「右矢印
」制御９０８が提供され、アクセサリ画像の下に示された数量を増加又は減少させること
によって、ユーザが各アクセサリについて数量を選択できるようにしている。これは、小
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いる。小計を示すフィールド（９１０）が好ましくは提供され、ユーザがショッピングカ
ートにアクセサリを追加できるようにする制御（９１２）も利用可能である。また、閉じ
るボタン９１４も提供されている。これらの制御の概要は、以下の表６に示されている。
【００５９】
【表６】

【００６０】
　［００５５］図１０Ａ及び１０Ｂは、ショッピングカートポップアップウィンドウ１０
００の２つのビューを表示している。製品画像（１００２）は、顧客が購入を決めた品目
のそれぞれについて示されている。その画像の下に製品の名称（１００４）が表示されて
いる。製品の価格（１００６）は、好ましくは製品名の下に示されている。この例では、
ウインドウの下部に、選択した品目の数の合計（１００８）、及びショッピングカート内
のすべての品目の合計金額（１０１０）が表示されている。ショッピングカートを操作す
る様々な制御も提供される。例えば、選択した品目のすべてをクリアするボタン（１０１
２）は、ユーザが最初からやり直すことができるように、提供することができる。「チェ
ックアウト」ボタン（１０１４）は、ショッピングカートは準備ができているときについ
て、顧客が購入を継続できるようにするために、提供されている。顧客が品目（１０１６
）を削除することを可能にする制御を提供してもよい。１つの画面に表示できる以上の選
択した項目があると、左矢印（１０１８）及び右矢印（１０２０）のボタの形式で、顧客
が次又は前の画面に移動することができるようにする制御が示される。「閉じる」ボタン
（１０２２）は、ポップアップウィンドウを閉じる。選択された品目のそれぞれについて
いくつかの詳細が提供される。製品名又はブランド（１０２４）が示され適切であれば、
選択した色の説明（１０２６年）、及びサイズの説明（１０２８）もともに示される。各
製品について選択された数量も、その数量を考慮した小計（１０３２）のように示されて
いる（１０３０）。関連したアクセサリも発注されていると、その詳細（１０３４）は主
製品の下に示され、その価格は小計（１０３２）に含まれている。図１０Ａは顧客に最初
に提示されるビューを示し、図１０Ｂはその詳細が入ったウインドウを示している。
【００６１】
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【表７】

【００６２】
　［００５６］顧客が購入を承認した後、「チェックアウト」制御を使用すると、顧客は
いくつかの識別詳細を提供するように求められる。この機能を有効にする画面の例（１１
００）が図１１Ａ及び図１１Ｂに示されている。制御及び機能の概要が、下記の表８に提
供されている。チェックアウトプロセスの最初のステップは、顧客基本情報を収集するこ
とである。これらは、顧客の名前を含み、好ましくはファーストネーム（１１０２）及び
姓（１１０４）に分けられ、電話番号（１１０６）及びメールアドレス（１１０８）を伴
う。いくつかの説明も、顧客が必要な情報を埋めることを導くために、提供される（１１
１０）。基本的なチェックは、要求された情報が提供されていること、好ましくはこれら
のフィールドのそれぞれに情報の適切なタイプが入力されていることについて実行される
。例えば、電子メールのフィールドは、例えば「＠」文字を含む適切な形式の電子メール
アドレスを有している必要がある。インジケータ（１１１０）は、情報が欠落しているか
、又は情報が期待された正しいタイプでないかのいずれかにフラグを立てるために提供さ
れている。
【００６３】
　［００５７］また、図１１Ｂに示すように、ユーザがテキストを入力しなければならな
いフィールドを選択するとき、オンスクリーンキーボード（１１３６）が表示される。顧
客は、自分の名前などを入力するために、キーをタップし、又はそうでなければ選択する
ことができる。あるいは、このことを取り扱うために、音声認識システムを使用すること
ができる。
【００６４】
　［００５８］ボタン（１１１２）は、入力されたデータを検証し、その後で、おそらく
ショッピングを続けるために、「ホーム画面」に戻るように移動することによって、顧客
がショッピングを続けることを可能にしている。顧客にショッピングカート（１１１４）
を見ることを可能にするボタンも入力されたデータを検証し、その後で「ショッピングカ
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ート」ポップアップウィンドウを開く。「戻る」（１１２８）ボタンは画面を検証し、そ
の後で前のページに戻す。最後に、「次のステップ」ボタン（１１３０）は検証し、次の
課金プロセスのステップに移動する。
【００６５】
　［００５９］好ましくは、注文の概要も、製品名（１１２０）、製品数量（１１２２）
、製品属性（１１２４）及び製品価格（１１２６）で示される。合計費用（１１３２）が
示される。
【００６６】
【表８】

【００６７】
　［００６０］図１２では、顧客のアドレスの詳細を入力するためのウインドウ１２００
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ポップアップキーボードが使用可能になされる。例えば、「国」（１２０２）フィールド
のようなフィールドのいくつかは、あり得るすべての国が表示されているリストのドロッ
プダウンを提供し、ユーザは正しいものを選択するだけでよい。入力される情報の品目に
ついてのいくつかの詳細が以下の表９に与えられている。
【００６８】
　［００６１］顧客が、自分の国（１２０２）、州（１２０４）、郊外（１２０６）及び
街路住所（１２０８）を提供することが要求される。顧客の名前を入力する画面と同じよ
うに、画面には必須フィールドが入力したテキストのタイプが有効であることを検証する
。エラーインジケータ（１２１２）は、フィールドが空白であったり、又は無効な情報が
含まれたりしていると顧客に通知する。入力された情報の組み合わせは領域（１２１０）
に表示されるので、それで、顧客は正しいフィールドに正しい情報を入力したことを確認
することができる。
【００６９】
　［００６２］顧客の詳細は、前の購入から、データベースにすでに記録されていてもよ
い。このことを支援するオプションは、顧客に固有の識別番号を提供することである。誤
りを減らすためにこれを使用するとき、好ましくは秘密のパスワードが必要になる。識別
番号の詳細は、顧客に電子メールで送信されてもよく、又は印刷レシートが提供されても
よい。あるいは、クレジットカード又は他の支払方法が顧客の詳細のデフォルトセットの
トリガーに使用されてもよく、又はこれらの顧客の電話番号若しくは名前又はこれらの組
み合わせて用いてもよい。しかしながら、顧客がユーザの詳細を追跡する必要を最小限に
するために、キオスクのそれぞれの使用でその識別及び住所の詳細に顧客キーを有するこ
とが好ましいことある。
【００７０】
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【表９】

【００７１】
　［００６３］顧客は、どのように商品を配送したいかを記録するために、「次のステッ
プ」ボタン（１２３０）を用いて進むであろう。発送方法を選ぶというこの機能のための
画面１３００の例が、図１３に示されている。前の画面と同じように、ユーザが示された
フィールドのいずれかにテキストの入力を望むときに、ポップアップキーボードが利用可
能である。好ましいフィールドは、以下の表１０に概説されている。
【００７２】
　［００６４］購入した製品を発送するために、このウインドウを用い、顧客は使用を望
む発送方法を選択するであろう。潜在的な選択肢の中から選択（１３０２）できるように
する制御が提供されている。各方法の費用が、到着予定時刻のような、関連する利益及び
不利益の説明とともに短い名称（１３０６）で示されている（１３０４）。メッセージを
可能にするフィールドも利用可能であり（１３１０）、製品がドアに配送されたときに、
顧客がさらなる指示を提供することを可能にしている。オプションの１つ、顧客が中にい
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る店舗から自分でいくつかの又はすべての品目を収集することでもよく、このオプション
が利用可能であると、次に商品の在庫があることを示すインジケータが提供されてもよい
し、又はこのことを承認する店員を有する手段が提供されてもよい。
【００７３】
【表１０】

【００７４】
　［００６５］顧客は、次のステップに進み、支払い方法が選択される。支払方法を定義
するウインドウの例は、図１４の画面１４００に示されている。このために利用すること
ができるフィールドの詳細は、以下の表１１に提供されている。購入している商品の合計
金額が示され（１４３０）、顧客がそれらの間で選択することができるように、支払いを
なす様々なオプションも提供されている（１４０２）。これらはクレジットカードを選択
するオプションを含んでもよく、その中から選択するために様々なクレジットカードにつ
いてのアイコンが示されている。あるいは、オプションは現金での購入を含んでもよく、
顧客がレジに持って行けるように伝票を提供して印刷してもよい。一般的に使用される支
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【００７５】
【表１１】

【００７６】
　［００６６］顧客は、次に、第５のステップに進み、支払が処理される。図１５のこの
画面１５００で利用することができるフィールドの例を以下の表１２に示す。一般的に、
選択した支払方法がハイライトされ（１５０２）、プログレスバー（１５０４）が処理時
間の発生を視覚的に示す。関連する合計金額（１５０６）も表示される。支払が拒絶され
ると、例えばクレジットカードのチェックが顧客によってさらなる費用をもたらすことを
許可しないと、エラーメッセージが表示されるであろう。
【００７７】
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【表１２】

【００７８】
　［００６７］最後に、支払結果を示すウインドウが顧客に表示され、その例１６００が
図１６に提供される。画面に含めることができるフィールドの概要を表１３に示す。取引
が成功した通知（Ａ）が表示される。取引が発生した店舗の名前が示され（Ｂ）、顧客は
、前に提供した電子メールアドレスを用いて、さらなるショッピング情報が提供されるよ
うに自分自身をメーリングリストに追加させることに招待されてもよい（Ｃ）。ユーザは
、ホーム画面に戻るために「終了」ボタンをクリックする。希望があれば領収書を印刷す
ることができ、又は前に提供されたアドレスで顧客に電子メールで写しを送信してもよい
。
【００７９】
【表１３】

【００８０】
　［００６８］示された例は、インタラクティブキオスクの１つの変形例及び関連するソ
フトウェアである。他の変形例が同様に使用されてもよい。
【００８１】
　［００６９］言及したように、言語翻訳モジュールは、本発明の好ましい実施形態であ
る。また、視覚又は聴覚に障害を有する顧客のために提供されてもよい。このことは、画
面に示された詳細のサイズを拡張するボタンに関係してもよい。イヤホンジャックは、ボ
リュームコントロールも一緒に、顧客にイヤホンを接続させることができるように画面に
設けることができ。ボリューム制御は、希望するなら任意の話しによる情報又は広告がよ
り大きな声で再生されるようにする。補聴器との統合を可能にする機能も可能である。各
画面に表示されたテキストをユーザに話す設備のオプションもあるが、この機能を有効に
するには既存のソフトウェアを使用する。
【００８２】
　［００７０］さらに好ましい選択肢として、システムは、ディスプレイを使用して顧客
へのチュートリアルを提供してもよい。このチュートリアルはキオスクの機能を説明する
映像であってもよいし、又は他には個別の短いビデオが各ウインドウ、又は機能の説明を
表示してもよい。これらのチュートリアルは、ウインドウの「ヘルプ」制御を使用して、
又は別個のボタン及びシステムを介して始動される。
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【００８３】
　［００７１］他の好ましいオプションは、キオスクが関連する製品についてディスプレ
イを介してチュートリアル又はインフォマーシャルを提供することである。例えば、調理
用具が購入されたとき、購入プロセスの最後に、ちょうどいくつかの例として、どのよう
に使用し、汚れを落とし、又は手入れをするか顧客を教える短い実演が提供されてもよい
。一般的なチュートリアル又は広告も、製品について顧客に示されてみよい。
【００８４】
　［００７２］さらに別の好ましいオプションとして、店員に向けてディスプレイにチュ
ートリアルが提供されてもよい。これらのタイプのチュートリアルは、隠された制御、又
はセキュリティ有効の使用を含んでもよい。あるいは、これらのチュートリアルは、各店
員が自分の名前の識別詳細を入力したときに利用可能にされてもよい。そうでなければ、
これらのチュートリアルは、キオスクを含んでいる店舗位置が顧客に対して閉鎖された時
間に利用可能である。これらのチュートリアルの目的は、キオスクに陳列された製品につ
いて店員を訓練することである。一定範囲の製品について、又は新しいモデルについての
情報が店員に提供されることができる。販売員の商品知識を更新する目標は相互作用を用
いて向上させることができ、それで、例えば、製品についての多肢選択のテストが知識を
テストするために提供されることができる。販売員が自分の識別詳細を使用してデータベ
ースにログインすると、テストの結果を保存することができ、例えば、最もよく学んだ販
売員にボーナス又は賞が与えられることができる。
【００８５】
　［００７３］システムの第３の特徴は、キオスクでデータベースへの接続に利用される
インターフェースである。製品について画面に表示されたすべての情報は、上述したよう
に、データベースに保持されている。データベースは、各キオスクについて個別のコンピ
ュータユニットに局所的に維持されてもよい。しかしながら、最も好ましくは、データベ
ースは中央に位置し、キオスクは、インターネットなどの通信回線を介してデータベース
にリンクされる。顧客から捕捉されたデータも、データベースに追加され、保持される。
【００８６】
　［００７４］適切なデータベースが、管理及び維持するソフトウェアと一緒に利用され
てもよい。アクセス、セキュリティ、データの更新又は追加又は消去は、従来の手段を使
用して作成されたソフトウェアプログラムによって管理される。各個別のデータベースは
好ましくは同じアーキテクチャを利用するであろうが、製品のいくつかのタイプは基本的
なシステムには適用されないこともある余分な、又は特別な機能を保証することができ、
その場合は若干異なるアーキテクチャの変形例が維持されてもよい。
【００８７】
　［００７５］各キオスクブランドオーナー及び小売業者のための中央化されたデータベ
ースが好ましい。しかしながら、セキュリティなどに注意が払われる場合には、異なるブ
ランド及び小売業者からのデータの組み合わせが使用されてもよい。しかしながら、一般
的なキオスクの製品について、特定のブランドオーナーのデータを保持する別個のデータ
ベースを提供することが賢明である。
【００８８】
　［００７６］中央化されたデータベースシステムは、本発明についてキオスクに陳列さ
れている製品のカタログの容易で迅速な更新を可能にする。データベースは、各キオスク
に供給されたサンプルも好ましくは管理し、看板及び広告も同様に使用される。ブランド
オーナーが、新しいモデルを追加し、又は１シーズン品を互いに交換することによって、
製品のカタログを更新することを望むと、これはデータベースに保持された情報を使用し
て展開することができる。新しいサンプル及び看板は、注文され、カタログに掲載され、
データベースの情報を使用して各場所に発送され、各場所の販売員がタッチ画面を用いて
これらが顧客のディスプレイに出ている合図をした後に、製品のカタログは直ちに切り替
えることができる。販売員のためのチュートリアル機能は、例えばどのように新しいサン
プル、看板を更新して配置するかを示すために利用されてもよい。
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【００８９】
　［００７７］データベースは、顧客が入力した詳細も維持している。従来の会計処理を
使用し、供給者、小売業者、及び荷主への支払いの配信を取り扱うことと一緒に、販売の
努力を支援するために、このデータのソースは採掘されることができる。
【００９０】
　［００７８］中央化されたデータベースは、キオスクをカテゴリにグループ化するのに
も使用され、指定された基準を満たすそれらのグループの製品についても価格を変更して
もよい。例えば、ボート用品を販売するキオスクは、キオスクの地域の天気が寒くて雨で
あるときにその価格を割り引いてもよい。
【００９１】
　［００７９］本発明のキオスクシステムは、まれに購入される品目をそれらの製品を販
売する店舗に在庫させるために、特に小売の場で使用されてもよい。例えば、酒屋は、ワ
イン及びビールの人気ブランドを販売するであろう。キオスクは、希少で高価なワインを
保持する倉庫にリンクを提供することができる。そのようなワインは店主が在庫すること
は不経済であり、それは、需要が低く、ワインは、正しい環境条件に保たれていないと傷
むことがあるからである。これらの希少で高価なワインを購入したい希少な顧客はキオス
クから行うことができ、キオスクは倉庫にリンクされ、そこからワインは各顧客に発送す
ることができる。受け取った支払の一部は、それらの場所にキオスクを提供することによ
って利益が得られるようにした見返りに、小売業者に提供されてもよい。
【００９２】
　［００８０］あるいは、キオスクシステムについての他の好ましい使用は、狭い範囲の
商品を販売している店舗で購入の利用可能な商品を、店主が備蓄を望まない他のリンクさ
れた商品であるが、顧客が店舗から得た主製品と一緒に購入を望むことがあるものに拡大
することである。例えば、寝室の家具店におけるキオスク経由でベッドリネンを提供する
ことがこのように作用するであろう。ここでも、各キオスクでの購入からのいくらかの金
銭は、店主にフィードバックすることができる。
【００９３】
　［００８１］さらなる実施形態において、小売業者は品目又は品目のグループに対する
割引を容易に提供することができる。より詳細には、小売業者は、製品の製品又はグルー
プが販売されることもあるように販売終結を支援するために製品を割引し、カテゴリ及び
基礎となるすべてのサブカテゴリに指定した割合によって割引を設定し、主製品及び／又
はアクセサリについて割合又は金額によりユーザ項目レベルで割引を設定し、主製品及び
／又はアクセサリについて新たに推薦する小売製品を設定し、製品又はカテゴリを示すか
又は隠し、及び許可された検索を制限するフィルタを設定する機能を有している。
【００９４】
　［００８２］図１７を参照すると、画面１７００の例が示され、１以上の製品に同時に
割引を割り当てることが可能な主製品のグループを表示している。図１７Ａでは、ユーザ
が製品のカテゴリに均一の１０％の割引を適用し、システムがグループ割引はカテゴリ内
のすべての製品に適用されるべきであるかの確認を求める確認画面の画面１７０２の例が
示されている。
【００９５】
　［００８３］同様に、図１８及び１８Ａには、アクセサリ及び他の割引製品についての
同様の画面１８００及び１８０２の例がそれぞれ示されている。
【００９６】
　［００８４］図１９を参照すると、画面１９００の例が示され、ユーザに「無効」製品
の一覧を可能にしている。これらは、システムのエンドユーザには表示されない製品であ
る。
【００９７】
　［００８５］図２０を参照すると、システム画面２０００の例が示され、ユーザは、さ
らに割引を受けるように、従業員と相互作用する。このシステムは、小売環境において、
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小売店が店員とのある形態の相互作用を確保することによって、顧客とより密接な関係を
試みることを望むという特定の用途を提供する。換言すると、システムは、転移及びユー
ザ／顧客の両方の相互作用を可能にするデュアルインターフェイスを提供する。
【００９８】
　［００８６］図２０を参照すると、売店の従業員がシステムにログインしてもよいよう
にするログイン画面２０００の例が示されている。
【００９９】
　［００８７］図２１では、従業員が顧客によって選択された項目を確認することができ
る画面２１００の例が示されている。
【０１００】
　［００８８］図２２では、従業員がその後で割引を追加し、又は品目の価格を変更し、
新しい最終価格を作成してもよい画面２２００の例が示されている。
【０１０１】
　［００８９］図２３を参照すると、「ＳｍａｒｔＢａｓｋｅｔ」（登録商標）について
のインターフェースの画面２３００の例が示され、店員（すなわち、小売業者の従業員）
が未完了のライブ買物かごの様々な要素を表示することができるようにする。本明細書の
文脈において、「ＳｍａｒｔＢａｓｋｅｔ」という用語は、本明細書に記載の実施形態の
記述語として利用される。この用語は本出願人によって商標として利用され、本明細書の
文脈におけるその用語の使用が同様の機能を組み込んだシステム、方法などの他の同様の
実施形態を識別するために使用する言外のライセンスを提供しないことが理解されるであ
ろう。実施形態の文脈では、「ライブ」という用語は、顧客がライブ買物かごの中に少な
くとも１つの（商品及び／又はサービスを表す）「品目」を置いて興味を示したが、商品
及び／又はサービスの支払にはまだ承認を済ませたり進んだりしていないという事実によ
って、顧客（又は潜在的な顧客）が現在のところ購入を検討している買物かごを指してい
る。
【０１０２】
　［００９０］領域２３０２に一般的に見られるように、小売業者は（保留中及び／又は
潜在的な注文を表す）ライブ買物かごの一覧を有し、顧客によって保存され、保持されて
いるかごの１つ以上を確認することができる（ライブ買物かごの例が領域２３０４に一般
的に示されている）。すべての保留中及び／又は潜在的な注文２３０２はライブ及び放棄
されたかごであり、現在開いていて顧客が積極的にバスケットに品目を追加しているすべ
てのかご、及び顧客がライブ買物かごともはや積極的に相互作用しなくなったようなすべ
てのかごを含んでいる。このように、小売業者は、顧客がキオスクをブラウザで見ている
ときにリアルタイムで顧客の選択を見ることができるだけでなく、顧客が放棄したような
注文も確認することができ、顧客の商品及び／又はサービスへの関心について関連する情
報が得られてもよい。
【０１０３】
　［００９１］この実施形態では、ＳｍａｒｔＢａｓｋｅｔ（登録商標）は（例えばタブ
レットコンピューティングデバイス又はスマートフォンなどの）ハンドヘルドデバイスに
表示することができ、又はユーザによってパーソナルコンピュータなどのリモートコンピ
ュータシステムにウェブサイトを介してアクセスされてもよいことが理解されるであろう
。ＳｍａｒｔＢａｓｋｅｔ（登録商標）がハンドヘルドデバイス又はウェブサイトを介し
て利用されると、（Ｗｉ－Ｆｉ、ブルートゥース又は他の接続を介して）デバイス及び／
又はウェブサイトはキオスクと通信してもよく、（キオスクを迂回して）リモートサーバ
に接続してもよい。このような変形例は、実施形態の範囲内であり、本明細書においては
より広範な発明概念が説明され、定義されている。
【０１０４】
　［００９２］図２３に戻り、領域２３０６において、一連の「関連製品」が示され、そ
れらは小売業者及び／又は店員のみが潜在的に見ることができる。小売業者及び／又は店
員はアクセサリの原価を見ることができ、販売を完了するように顧客を引き込むために、
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割引価格又は合計ゼロで顧客にアクセサリを提示してもよい。このプロセスは、「対面」
の交渉（すなわち、顧客及び営業担当者が両方とものキオスクに隣接して位置する）の一
部として生じてもよく、「仮想」交渉（すなわち、顧客及び営業担当者が両方とも、タブ
レットコンピュータシステム、スマートフォン、及び／又はコンピュータシステム／端末
のようなそれぞれのリモートデバイスに位置している）として生じてもよい。
【０１０５】
　［００９３］換言すれば、小売業者及び／又は店員は、顧客の決定をリアルタイムで監
視することによって、顧客の行動を予測してもよく、顧客を品目の購入に引き込むために
インセンティブを提供してもよい。このようにして、ハイブリッドの販売方法及びシステ
ムが提供され、顧客が電子インターフェースと主に相互作用をするが、現場の店員は販売
の進捗を監視し、図２３のインターフェースを介したリモートで、又は顧客と自分でのい
ずれかで、販売の完了させるために伝統的な販売手法を利用することができる。
【０１０６】
　［００９４］販売プロセスの完了は、図２４のインターフェース２４００によって容易
にされる。図２４では、画面２４００が示され、小売業者は製品２４０２について小売価
格を見てもよく、一般的に２４０４に示されている競合他社の価格も見てもよい。便利な
ことに、これによって小売業者が製品についてインターネットで入手可能な他の価格を走
査し、その後でそれに従って価格を手作業で調整し、価格が消費者により魅力的に示され
るようにすることができる。
【０１０７】
　［００９５］別の実施形態では、そのような価格調整は、適切なアルゴリズムの使用を
通じて、自動的に行われてもよい。加えて、２４０６においてメッセージ機能が示され、
小売業者が顧客に連絡し、競合他社の価格と適合させるため価格が引き下げられたことを
顧客に注意することができるようにしている。したがって、メッセージインターフェース
は、顧客が留まって購入を完了するように引き込む動作をする。さらに、このことはハイ
ブリッドの販売技術の使用を示し、小売業者が顧客に電子的な「低圧」販売環境を提供す
ることができるようにする一方、店員が販売を完了するために販売プロセスに介入して駆
動することができるようにもしている。そのように、インターフェース及びハイブリッド
モデルは、オンライン販売のポータル及び伝統的なオフライン「対面」の販売技術の両方
の最良の要素を統合している。
【０１０８】
　［００９６］図２５を参照すると、２５００に供給者競合パフォーマンスレポートが示
され、小売業者が見るために生成することができる。レポートは、供給者の製品が市場価
格に適合させるために割引された例の数、及び販売を確保するために必要な割引金額を強
調している。そのように、小売業者は、価格構成が正しいかどうかを決定するために、又
は特定の競合他社を特定するために、そのような情報を使用することができる。
【０１０９】
　［００９７］次に、図２６Ａから２６Ｐを参照すると、スマートフォンで使用されるユ
ーザ（すなわち、顧客）インターフェースが示されている。一般的に示された顧客インタ
ーフェースは、図２６Ａから２６Ｐを通じて、顧客が容易にアクセスして見ることができ
るライブ買物かごを提供している。図２６Ａから２６Ｐに示されたスマートフォンアプリ
は、本明細書でより一般的に説明したインターフェースの「拡張」として見ることができ
る。
【０１１０】
　［００９８］すなわち、図２６Ａから２６Ｐのインターフェースは、顧客によってキオ
スクと独立に使用されてもよく、あるいはキオスクと連携して使用されてもよい。Ｓｍａ
ｒｔＢａｓｋｅｔ（登録商標）は、店舗フロアのキオスクから、又は小売業者のウェブサ
イトから作成することができる。ＳｍａｒｔＢａｓｋｅｔ（登録商標）が作成された後で
は、他のデバイスでいつでも利用可能であり、再び開くことができる。
【０１１１】
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　［００９９］例えば、小売業者によって、顧客が（店舗フロアのキオスクよりも）ウェ
ブサイトを使用してかごを作成することが奨励されてもよい。すなわち、顧客は、彼らが
興味を持っている製品又はサービスを絞り込むために（店舗から離れた）自宅でいくつか
の予備的な買い物を行ってもよく、その後で製品及び／又はサービスについてさらに情報
を収集するために来店してもよい。顧客が店に入ると、キオスクのインターフェースと継
ぎ目なく相互作用することができる。このことは、顧客によって作成された各かごに固有
の識別コードを割り当てることによって発生する。この唯一の識別コードは、顧客がキオ
スク又は（かごを作成したデバイスとは別個の）他のデバイスと相互作用するときに、関
連するかごを直ちに識別するためにキオスクによって利用される。
【０１１２】
　［００１００］セキュリティ上の理由から、（例えば、間違ったかごの番号をキー入力
することにより）顧客が誤って間違ったかごにアクセスすることを防ぐために、電子メー
ルアドレス又は電話番号などのさらなる固有の識別子を入力することを必要としてもよい
。顧客がキオスクにログインするときに、小売業者は顧客が物理的に店舗に今いるといこ
とに直ちに注意を喚起されてもよく、この情報は、提示、割引、価格変更、在庫切れ品目
、及び現在のかごの選択についての他のメッセージの通知を提供するために使用されても
よい。ここでも、そのような情報の提供は、販売の完了を補助することを意図している。
【０１１３】
　［００１０１］かごは、複数の追加機能も含みそれらは下記に一覧が示され、図２６Ａ
から２６Ｐを参照して説明されている。
【０１１４】
　［００１０２］かごの識別－かごがキオスク又はウェブサイトから作成されたときには
、供給者コードを組み込んだかご番号が割り当てられ、それで、かごは、１つ以上の供給
者を含む小売業者のサイトにあるなら、顧客及び供給者の両方にリンクされることができ
る。図２６Ａに示すように、このかごにアクセスするために顧客は固有の顧客識別子２６
０２を入力する必要があり、それは多分電子メールアドレス又は電話番号のいずれであっ
てもよい。
【０１１５】
　［００１０３］ログイン画面－かごは、本来は、かごの由来するウェブサイト又はキオ
スクからかごが生成されたときに置かれたリンクを介してアクセスされる。このリンクを
有効にされた後で、かごはログイン画面で開かれる。既存のかごを再入力するために、顧
客は小売業者ＳｍａｒｔＢａｓｋｅｔ（登録商標）ウェブサイトのウェブアドレスを入力
し、その後で、図２６Ｃに２６０６で示されているように、電子メールアドレス又は電話
番号などの固有の識別子を用いてログインし、図２６Ｄに２６０８に示されているように
、その小売業者に有するかごの一覧に顧客を導く。
【０１１６】
　［００１０４］通知－図２６Ｂの２６０４に示すように、（バスケットが生成された元
のキオスク又はウェブサイトの所有者である）小売業者は、いつでも、かごに、又は顧客
によって初めに提供された（ＳＭＳを介する）携帯電話番号又は電子メールに、提示、割
引、価格変更、在庫切れの保留又は現在のかごの選択に関連した、又は関連しない他のメ
ッセージの通知を直接に送信することができる。
【０１１７】
　［００１０５］カートビュー－図２６Ｅの２６１０に示すように、かごの選択は、（製
品カテゴリへの適合を条件として）スワイプ、スクロール又はインデックスカードなどの
複数の異なる形式を介してみることができる。あるいは、カタログ全体は、以前に考慮さ
れなかった製品を追加するためにアクセスすることができる。
【０１１８】
　［００１０６］製品ビュー－図２６Ｆの２６１２に示すように、個別の製品を見ること
ができ、サイズ又は色などの変形例を変更することができる。
【０１１９】
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　［００１０７］商品ビューのページ中ほど、アクセサリ－図２６Ｇの２６１４に示すよ
うに、製品ページの上部から下にスクロールすると、前に選択したものだけではなく、そ
の製品に関連したすべてのアクセサリが表示されている。アクセサリを追加することがで
き、又は前に選択されたものを削除することができる。
【０１２０】
　［００１０８］製品ビューのページ下部、競争力のある価格補償（オプション）－Ｓｍ
ａｒｔＢａｓｋｅｔ（登録商標）が上述のいずれかの方法で作成された後で、Ｓｍａｒｔ
Ｂａｓｋｅｔ（登録商標）は、かごの中の商品の他のインターネット価格を走査すること
ができる。これらは、図２６Ｈの２６１６に示すように、製品ビューのページの下部に表
示される。小売業者は、適切であるなら、最低の競争力のある価格又は他のビジネスルー
ルに合致するように、ビジネスルールを設定してもよい。
【０１２１】
　［００１０９］自動割引提示－小売業者が定義した複数のビジネスルールを通じて、小
売業者は、所定の粗利益又はかごの値の他の分量が達成された後で、割引を提示してもよ
い。これらの提示は、競合他社の価格を走査することによって取得された情報もきっかけ
となってもよい。顧客は、キオスクのポップアップを介して、自分の携帯のＳｍａｒｔＢ
ａｓｋｅｔ（登録商標）介して又はＳＭＳ又は電子メールを介して、この新たな割引又は
販売促進キャンペーンの提示を知らされる。
【０１２２】
　［００１１０］市場価格の更新をチェック－ＳｍａｒｔＢａｓｋｅｔ（登録商標）は、
自動で定期的にバスケットの中の商品の市場価格をチェックするように設定することがで
きる。図２６Ｉの２６１８で示されるように、消費者が購入を確定しようとしているとき
に、一覧表示された現在価格を更新するために市場価格チェックのボタンを使用してもよ
い。
【０１２３】
　［００１１１］課金確定カート－図２６Ｊの２６２０に示すように、顧客が購入を完了
することを決めた後で、確定カート画面を通じて最終的な選択を確認することができる。
製品は、関連する選択されたアクセサリにグループ分けされている。下にスクロールする
と、図２６Ｋの２６２２に示すように、任意の割引を適用する合計受取額、又は受け入れ
られた提示が表示されている。
【０１２４】
　［００１１２］連絡先及び配送詳細－図２６Ｌの２６２４に示されるように、顧客は、
その後で配送詳細画面に関連する詳細を入れるように進む。詳細が前にユーザによって入
力されていると、それらはオプションで空白の全部又はいくつかのフィールドに入れられ
ることになる。
【０１２５】
　［００１１３］発送方法－図２６Ｍの２６２６に示されるように、発送及び配送につい
ての様々なオプションは、発送画面から選択することができる。
【０１２６】
　［００１１４］課金方法－図２６Ｎの２６２８に示すように、支払オプションは、最後
の支払方法画面を通じて利用可能である。このことは、店舗内のかご取引についての「カ
ウンターで支払」オプションで含むであろう。
【０１２７】
　［００１１５］道案内－ＳｍａｒｔＢａｓｋｅｔ（登録商標）は、物理的な店舗やショ
ッピングセンタを通じて、かごの中の商品の自己選択について使用するために（図２６Ｏ
の２６３０で示されるように）、顧客のために「道案内」フロアプランを作成することが
でき、印刷された地図、電池地図、又は方向を話す音声を通じて自動的に示される。これ
は、図２６Ｐの２６３２に示されるように、店舗のキオスク又はウェブサイト又はモバイ
ルハンドヘルドデバイスに作成することができる。製品ページのビューストア地図ボタン
を通じて起動され、店舗を通じてかご／買い物一覧の中の商品まで音声で案内することも
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できる。
【０１２８】
　［００１１６］マイＳｍａｒｔＢａｓｋｅｔ（登録商標）－消費者により作成され、い
ずれか小売業者にも付随しないスマートなかごである。消費者は、どのウェブ店舗又は店
舗の組み合わせからも、どの製品も入れることができる。
【０１２９】
　［００１１７］競争力のある価格保証－小売業者に保持されたＳｍａｒｔＢａｓｋｅｔ
と同様に、かごが作成された後で、所定の間隔でかごの中の商品の他のインターネット価
格を自動的に走査することができる。その後で、 優れた提示の利用可能性を顧客に注意
し、及び／又は既存の品目を新たに見つけられた、より競争的な価格の品目に自動的に交
換することができる。
【０１３０】
　［００１１８］値付けを招待－マイＳｍａｒｔＢａｓｋｅｔ（登録商標）は、かごの中
の商品の販売者を識別し、販売者に必要な配送時間及び場所並びに現在の「最良価格」を
通知することができる。販売者は順番にかごの中の商品又は個別の品目に値付けすること
ができる。
【０１３１】
　［００１１９］この事項では、従業員及び顧客が相互作用してもよいし、その後で従業
員が顧客にさらなる提案及び／又は他の製品を「より高額な製品を売る」ものとして提供
してもよい。そのように、小売システムのこの実施形態はハイブリッド小売システムを提
供し、伝統的な「店員・顧客」関係をオンライン小売業モデルと融合する。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
　［００１２０］本発明、小売業界又は顧客及び店員の間の相互作用の必要がある他の業
界で利用することができる。
【０１３３】
　［００１２１］本発明は、少なくとも１つの実施形態では、多数の商品及び／又はサー
ビスのような、製品を販売する小売システムであり、システムは、サンプルの表示に関連
して、物理的に相互作用する小売キオスクの組合せを含み、キオスクは、製品についての
情報を格納するデータベースに接続もされ、顧客との相互作用から顧客に製品の選択、購
入及び発送を可能にする。キオスクによって表示される情報、及び購入をなす顧客からの
相互作用は、データベースシステムに行き来する。製品は、ブランドオーナーから供給さ
れることができる。あるいは、又はそれに加えて、それらは小売業者から供給されてもよ
い。
【０１３４】
　［００１２２］このシステムはオンライン小売業の利点を利用しているが、それは、キ
オスクが、購入について顧客にその後で利用可能な商品又はサービスの多種多様なデジタ
ル表現を示すディスプレイを有しているからである。顧客はいずれかの又はすべてのこれ
らの製品を閲覧することができ、完全に電子的に維持されているカタログから購入したい
どれかを選択することができる。商品は、顧客が自分の識別詳細を入力し、支払に進み、
商品又はサービスが配送される場所を記録した後で、倉庫から顧客に発送される。製品を
見る顧客の習慣は、例えば製品マーケティング及び開発を支援するために後の分析に利用
することができる。キオスクは、将来の使用のために製品又はブランドオーナーについて
の有益な情報を顧客に提供することもできる。
【０１３５】
　［００１２３］システムは、顧客に、キオスクを介した販売が利用可能な製品の少なく
ともいくつかのサンプルを見て手に取ることができるようにするという利益も有している
。サンプルの陳列は、表示及び購入を可能にさせるようにタッチ画面に隣接して配置され
ている。顧客に品目の物理的なサンプルを点検させることは、小売の成功を増すであろう
。好ましくは、キオスクは、店員が潜在的な顧客にアクセスを与える店舗などの物理的な
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小売環境内に設置される。このことは、顧客に買っている製品により満足させ、十分な個
人的な世話を受けていると感じさせることによって、販売を増加させ、また、小売業者に
その他の無形の利益を提供することもできる。これらの無形の効果は、普通のオンライン
小売業では欠けている。
【０１３６】
　［００１２４］小売キオスクは、小売業者が購入するときのために商品の十分な供給を
維持し、さもなければ販売を失う、伝統的な買い物についてよりも、配置された店舗の床
面積をより小さく占めることがしばしばある。このことは、費用を低下させて小売マージ
ンを増加させ、又は小売価格を低減することができるようにする。別のオプションとして
、小売業者は、直ちに商品を得ることを望むいくらかの購入者に商品を直接に供給するが
、購入者が商品を一緒に持ち帰りたくないと、又は購入されている商品が在庫品にないと
、他の購入者に商品の自宅配送の利用を可能にすることによって、キオスクを介して購入
が利用可能な製品の在庫品を保持し、ハイブリッドシステムを運営してもよい。
【０１３７】
　［００１２５］ウェブサイトとは異なり、キオスクに表示された製品の範囲は、その顧
客の本拠地に提示された個別の小売業者によって選択された範囲を反映するようにカスタ
マイズすることができる。本実施形態で説明した手法では、キオスクのオーナーは商品や
サービスを場所に適合させることができ、その場所にしばしばいる顧客のタイプにアピー
ルし、配置されてもよい店員から受け取ったフィードバックによって導かれることができ
る。
【０１３８】
　［００１２６］顧客が特定の製品を見たときに関連したアクセサリをハイライトすると
いう本実施形態によって提供された機能は、販売の増加を促進する。伝統的な店舗では、
アクセサリ又は関連製品は、一般的に店舗の別の部分で見つけられる。本実施形態では、
特定の品目が選択されたとき、システムはそのアクセサリ又はリンクされた品目を表示す
ることができ、顧客が同時に選択することができる。このことは、例えば最良の色とサイ
ズを選択することにより、顧客にアクセサリを主要製品に容易にカスタマイズもさせる。
伝統的な店舗では、これらのアクセサリは一般的に個別に購入され、顧客はしばしば主製
品の詳細を忘れるために、入手可能な最高のアクセサリを見つけないことがあり、又はあ
ちこち移動しても適合するアクセサリをまったく購入できないことがある。
【０１３９】
　［００１２７］本実施形態は、店舗のフロアに大量の在庫品を置く必要がもうないので
、店舗からの盗難を少なくすることを助け、したがって万引きの機会を減少させる。本発
明のシステムについてのスペース及び資金需要の減少によって、伝統的に店舗で販売され
ている製品と相補的な新たな小売流通チャンネルを通じた販売が生成されることが可能に
なる。例えば、ベッドリネンを販売するキオスクは、ベッド又は家具の店舗を通じて利用
可能であってもよい。
【０１４０】
　［００１２８］少なくとも１つの実施形態において、本発明は、店舗フロアに陳列され
たサンプルと連携して稼働するユーザインターフェースを提供する。この小売システムは
、顧客が、入手可能な製品に触れて感じた後で選択し、必要であれば直感的なタッチ画面
インターフェースによって選んだ製品にアクセスできるようにするなどの利益を有する。
付加的な販売促進情報や特別なオファー、又は類似の材料は、このプロセスの間に顧客に
提示されてもよい。その後で購入がなされ、好ましくはキオスククレジットカードリーダ
又は同様の方法を利用し、その後で好ましくは供給者に注文を生成し、その後で保持口座
に資金を割り当ててもよい。
【０１４１】
　［００１２９］キオスクを含む本実施形態では、キオスクは、一般に小売環境の広範で
様々な範囲に関連付けられ、様々な製品タイプを含んでもよい。好ましい構成では、各キ
オスクは、ブランドオーナーから供給され、個別の小売業者について小売店に位置する製
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、特定のブランドのベッドリネンを展示して小売するキオスクは、ベッド及びベッドルー
ム家具を販売する小売企業に配置してもよい。
【０１４２】
　免責事項
　［００１３０］特に断りのない限り、本明細書を通して、単語「含む」又は「含み」又
は「含んでいる」のような変形例は、述べられた整数又は整数のグループを包含するが、
他の整数又は整数のグループを除外しないことを意味すると理解されるであろう。
【０１４３】
　［００１３１］当業者は、本明細書に記載された本発明は、具体的に記載されたもの以
外の変形及び修正を受けやすいことを理解するであろう。本発明は、そのような全ての変
形及び修正を含む。本発明は、明細書に参照され、又は示された、工程、特徴、定式化及
び化合物も、個別に、又は集合的に、任意の及びすべての組み合わせ、又は、２つ以上の
任意の工程又は特徴で含んでいる。
【０１４４】
　［００１３２］本明細書で使用される選択された用語の他の定義は、本発明の詳細な説
明の中に見出され、全体に適用されてもよい。特に定義がない限り、本明細書で使用され
る他のすべての科学技術用語は、本発明が属する技術分野の当業者に一般に理解されるも
のと同じ意味を有する。
【０１４５】
　［００１３３］本発明の方法及びシステム及び／又は実施形態が、コンピュータシステ
ムによって実装され、又はコンピュータシステムによって部分的に実装されると、任意の
適切なコンピュータシステムアーキテクチャを利用してもよいことも理解されるであろう
。これは、スタンドアロンコンピュータ、ネットワークコンピュータ、及び（フィールド
プログラマブルゲートアレイのような）専用コンピュータデバイスを含む。
［００１３４］「コンピュータ」、「コンピュータシステム」及び「コンピュータデバイ
ス」という用語が明細書中で使用されるが、これらの用語は、本明細書に記載した本発明
の概念及び／又は実施形態を実現するコンピュータのハードウェアの任意の適切な構成を
包含することを意図している。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月1日(2016.2.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　販売の完了を支援するために顧客及び小売業者の間の相互作用を提供する小売システム
であって、少なくとも１つの品目についての情報を顧客に表示するように構成された顧客
インターフェースと、通信システムを介してデータベースに提供するために前記顧客から
前記少なくとも１つの品目の潜在的な販売に関する入力を受け取るように構成された入力
モジュールとを含み、前記データベースは前記顧客からの入力を前記小売業者に関連した
少なくとも１人の他のユーザに前記少なくとも１人の他のユーザが見ることができる小売
業者インターフェース上で提供するように構成され、前記少なくとも１人の他のユーザは
前記販売の完了を支援するために前記入力を見て前記顧客と相互作用するように前記イン
ターフェースを利用する小売システム。
【請求項２】
　前記顧客インターフェースは、インタラクティブキオスク及び前記顧客の管理下のリモ
ートデバイスの１つである請求項１に記載の小売システム。
【請求項３】
　前記少なくとも１人の他のユーザの前記顧客との相互作用は、前記顧客が見る品目の販
売価格を操作することを含む請求項１又は２に記載の小売システム。
【請求項４】
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　前記少なくとも１人の他のユーザの前記顧客との相互作用は、前記顧客を前記販売の完
了に誘導するために少なくとも１つのインセンティブを前記顧客に通信することを含む請
求項３に記載の小売システム。
【請求項５】
　前記システムは、前記顧客の入力に由来する分析情報を提供するために前記顧客からの
入力を受け取って前記入力を処理するように構成された処理モジュールを含み、前記分析
情報は小売業者インターフェースに提示される請求項４に記載の小売システム。
【請求項６】
　前記処理モジュールは、前記少なくとも１つの品目に関連する販売情報を検索するため
に前記データベースにさらにアクセスし、前記処理モジュールはさらなる分析情報を提供
するために前記販売情報を処理し、前記さらなる分析情報は前記小売業者インターフェー
スに提示される請求項５に記載の小売システム。
【請求項７】
　前記さらなる分析情報は、前記顧客が選択した前記少なくとも１つの品目に関連する粗
利益を含む請求項６に記載の小売システム。
【請求項８】
　多数の製品を販売する小売建物についての総売上高を増加させる小売システムであって
、前記小売建物内の顧客にシステムを提供することによるものであり、前記システムは、
　少なくとも１つのインタラクティブキオスクであって、
　（ａ）前記多数の製品の少なくともいくつかのサンプルの陳列と、
　（ｂ）前記キオスクはコンピュータシステム上で維持されたデータベースと通信し、前
記データベースは前記製品についての情報を含んでいることと、
　密接に関連するインタラクティブキオスクを含み、
　前記インタラクティブキオスクは、
　（ｃ）前記製品の少なくともいくつかについていくつかの情報を顧客に表示するように
適合された少なくとも１つの表示手段と、
　（ｄ）前記顧客が前記製品の少なくとも１つについて（ａ）からの情報を見ることがで
きるようするために、前記顧客が前記表示を操作することを可能にするように、前記顧客
から入力を受け取る手段と、
　（ｅ）前記顧客が（ｂ）についていくつかの入力を提供することができるようにするこ
とによって、前記顧客が購入を希望する１つ以上の製品を顧客が選ぶ手段と、
　（ｆ）前記顧客から前記製品について支払を受け取る手段と、
　（ｇ）前記顧客の識別詳細を入力する手段と、
　（ｈ）前記購入した製品の配送についての配送詳細を受け取る手段と、
　（ｉ）（インターネットなどの）通信システムを介して前記データベースに前記キオス
クを接続する手段と、
　を有し、
　前記データベースは、
　（ｊ）前記顧客によってなされた前記購入の詳細を記録し、これらの詳細の少なくとも
いくつかは前記キオスクを介して前記顧客によって入力される手段と、
　（ｋ）そのように購入した商品又はサービスの供給者と通信し、それらを供給するため
に注文する手段と、
　（ｌ）前記購入の金銭詳細を記録する手段と、
　（ｍ）前記顧客に供給された後で前記商品又はサービスを供給する前記供給者に支払う
べき金額を支払う手段と、
　（ｎ）前記顧客に供給された後で前記商品又はサービスを小売する小売業者に支払うべ
き金額を支払う手段と、
　を有し、
　前記製品のサンプルは前記キオスクを用いて表示及び購入が利用可能な同じ製品の少な
くともいくつかに関連し、この表示はキオスクを用いる顧客に容易にアクセス可能である
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システム。
【請求項９】
　前記製品（ａ）のそれぞれについての情報は、
　前記製品の１つ以上の画像と、
　前記製品を記載したテキスト情報と、
　前記製品の小売価格と、
　前記製品の１つ以上の属性と、
　の１つ以上を含む請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記１つ以上の属性は、前記製品に関連するモデル、サイズ、色、品質、数量の中から
選択される請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記顧客から入力（ｂ）を受け取る手段は、キーボード、キーパッド、カードリーダ、
前記キオスクと通信する顧客のスマートフォン又はタブレット、又はタッチ画面の１つ以
上から選択される請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記支払いを受け付ける手段（ｄ）は、
　クレジットカード又はデビット（取引）カードリーダ、又は前記入力手段（ｂ）に設け
られたクレジットカード又はデビットカード詳細の入力を可能にする手段、
　又は、金銭を受け取るか、又は釣銭として払い出す手段、
　の１つ以上から選択された請求項８に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記キオスクを前記データベースにリンクする前記通信手段は、前記インターネットを
介して維持されたリンクである請求項８に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記サンプルの表示は、前記サンプルを保持する１つ以上のモジュールユニットを含む
請求項８に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記サンプルの表示は、前記商品又はサービスの一連のサンプルを表示して固定可能に
取り付ける保持手段を含む請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記サンプルの表示は、少なくとも基部及び前記サンプルが取り付けられる１つ以上の
垂直パネルを有する自立ユニットの１つ以上を含む請求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記データベースは、表示されている前記製品の中から選択している前記顧客の習慣に
ついての情報も収集する請求項８に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記収集されている情報は、どのような種類の顧客によってどのような製品が見られて
いるかについての情報を含む請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記キオスクは、前記顧客が購入を望むこともある製品について前記顧客にさらに通知
するように適合された１つ以上のデジタルサイネージディスプレイを含む請求項８に記載
のシステム。
【請求項２０】
　前記データベースは、通信リンクを介して前記キオスクに連結された中央位置で維持さ
れる請求項８に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記キオスクによって前記顧客に表示された製品のカタログは、中央のデータベースに
維持され、前記データベースに保持されたデータ上で動作するソフトウェアを使用して前
記キオスクに配信される請求項２０に記載のシステム。
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